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1．税務機構及び事務分掌

（1）機構（令和7年4月1日現在）

特別徴収係

市 民 税 課

市民税第三係

土地第三係

市民税第二係

土地第四係

管理係

土地第一係

土地第二係

管理係

税 務 運 営 課

管理係

市民税第一係

税 制 課

市民税係

資産税係

収納係

徴収管理係

税制係

税務法制係

総務諸税係

法人課税係

法 人 諸 税 課

運営係

管理係

家屋第一係

家屋第二係

家屋第三係

家屋第四係

徴収第二係

納税支援係

徴収支援係

管理係

徴収第一係

納税第二係

償却資産係

納税第三係

納税第一係

市外納税係

◎　固定資産評価審査委員会

固 定 資 産 税 課

税 務 サ ー ビ ス 課

納 税 課

市税事務所

市

　

長

副

市

長

財政局 税務部

(固定資産評価員)
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（2）事務分掌（令和7年4月1日現在）

①　本庁各課
課

名
事　　　　　務　　　　　分　　　　　掌

(1)　市税に係る条例、規則等の立案及び訴訟等に関すること。

(2)　税務事務の改善に関すること。

(3)　市税の証明に係る事務(証明書の交付に係るものを除く。)の企画及び指導に関すること。

(1)　個人の市民税及び府民税並びに森林環境税(以下これらを「個人市民税等」という。)の調定に関すること。

税 務 法 制 係

(1)　市税に係る歳入予算及び決算に関すること。

(6)　本市が保有する債権の管理に係る関係部局との連絡調整に関すること。

(5)　本市が保有する債権の管理に係る事務の企画及び指導に関すること。

(4)　固定資産評価審査委員会に関すること。

(1)　税務事務及び税務広報に係る総合調整に関すること。

(4)　国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

(3)　地方譲与税譲与金並びに利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、

      法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金及び軽油引取税交付金に

　　　 関すること。

(2)　税制度の調査研究に関すること。

(6)　納税貯蓄組合に関すること。

(2)　課の所管に係る市税の徴収金の徴収及び収納に係る委託業務の総括に関すること。

(4)　市税の徴収金に係る納付及び納入の金融機関への再委託に係る連絡調整に関すること。

(3)　滞納者の財産調査及び返戻された督促状の処理に関すること。

(4)　市税(個人の府民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の証明の交付の停止に関すること。

(1)　固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課に係る事務の企画及び関係課との

　　　連絡調整に関すること。

(2)　固定資産(土地及び家屋に限る。)の評価に係る事務の企画及び関係課との連絡調整に関すること。

(1)　市税の徴収金の徴収に係る事務の電算処理に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(5)　部内の連絡調整に関すること。

(7)　特別土地保有税に係る調査及び賦課に関すること。

(1)　定額減税補足給付金（不足額給付）に関すること。

税

制

課

市 民 税 係

資 産 税 係

(6)　部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

管 理 係

税 制 係

(3)　税務職員の人材育成に係る総合調整に関すること。

(2)　国、府その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(7)  課内の他の係の所管に属しないこと。

税

務

運

営

課

(6)　本市の入札に係る市税の未納の状況の調査に関すること。

(1)　市税の徴収金(市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金

　　　及び滞納処分費をいう。以下同じ。)の収納に関すること。

(2)　市税の徴収金に係る口座振替に関すること。

(3)　市税の徴収金に係る過誤納金に関すること(現金による還付を除く。)。

(4)　市税の徴収金の収納に係る事務の電算処理に関すること。

(5)　個人の府民税及び森林環境税の払込みに関すること。

(3)　固定資産の価格等の決定等に関すること(固定資産税課の所管に属するものを除く。)。

(4)　固定資産税等に係る調定及び統計に関すること。

(5)　固定資産税等に係る事務の電算処理の総括に関すること。

(6)　国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(2)　個人市民税等に係る事務の電算処理に関すること。

収 納 係

(5)　郵便振替による市税の徴収金の納付及び納入の処理に関すること。

徴 収 管 理 係
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（2）事務分掌（令和7年4月1日現在）

②　市税事務所
課

名

(1)　市税事務所の庶務に関すること。

(2)　軽自動車税に係る調査及び賦課に関すること。

(3)　市たばこ税及び入湯税に係る調査及び課税に関すること。

(4)　軽自動車税、市たばこ税及び入湯税に係る事務の電算処理に関すること。

(5)　原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車の受付に関すること。

(6)　所内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

(1)　法人等の市民税及び事業所税に係る調査及び課税に関すること。

(2)　法人等の市民税及び事業所税に係る事務の電算処理に関すること。

(1)　所管に係る市税の証明に関すること。

(1)　個人市民税等の賦課に係る事務の企画及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2)　課内の他の係の所管に属しないこと。

市 民 税 第 一 係

市 民 税 第 二 係

市 民 税 第 三 係

(1)　普通徴収及び公的年金等に係る所得に係る特別徴収で、年金保険者を特別徴収義務者とするものに

      係る個人市民税等の調査及び賦課に関すること。

特 別 徴 収 係
(1)　個人市民税等の特別徴収(公的年金等に係る所得に係るもので、年金保険者を特別徴収義務者とする

　　　ものを除く。)に係る調査及び賦課に関すること。

(1)　所管に係る市税の証明に関すること。

(2)　住宅用家屋証明に関すること。

(1)　土地及び家屋に係る固定資産税等の相続人の調査及び賦課に関すること。

(2)　土地及び家屋に係る固定資産税等の減免に関すること(堺市市税条例(昭和41年条例第3号)

　　　第42条第1項第1号から第3号までに規定するものに限る。)。

(3)　固定資産税等の納税義務者の住所調査に関すること。

(4)　固定資産税等に係る事務の電算処理の運用に関すること。

(5)　課内の他の係の所管に属しないこと。

(1)　土地に係る固定資産税等の賦課に関すること。

(2)　土地に係る調査及び評価に関すること。

(3)　土地に係る固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(4)　地方税法(昭和25年法律第226号)第417条第1項の規定による固定資産(土地に限る。)の価格等の

　　　修正等に関すること。

(1)　家屋に係る固定資産税等の賦課に関すること。

(2)　家屋に係る調査及び評価に関すること。

(3)　家屋に係る固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(4)　地方税法第417条第1項の規定による固定資産(家屋に限る。)の価格等の修正等に関すること。

(1)　償却資産に係る固定資産税の賦課に関すること。

(2)　償却資産に係る調査及び評価に関すること。

(3)　償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧に関すること。

(4)　地方税法第417条第1項の規定による固定資産(償却資産に限る。)の価格等の修正等に関すること。

事　　　　　務　　　　　分　　　　　掌

法

人

諸

税

課

総 務 諸 税 係

法 人 課 税 係

市

民

税

課

管 理 係

土 地 第 一 係

土 地 第 二 係

土 地 第 三 係

土 地 第 四 係

家 屋 第 一 係

家 屋 第 二 係

家 屋 第 三 係

家 屋 第 四 係

償 却 資 産 係

固

定

資

産

税

課

管 理 係
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②　市税事務所
課

名

(1)　市税の徴収金の徴収に係る事務の調査研究に関すること。

(2)　課内の他の係の所管に属しないこと。

(1)　市内に住所を有する納税者等(以下「市内納税者等」という。)に係る市税の徴収金(滞納額が高額なもの

　　　及び徴収が困難なものを除く。)の徴収及び滞納処分(債権の取立て及び配当を除く。)に関すること。

(2)　所管に係る滞納者の実態調査に関すること。

(1)　市外に住所を有する納税者等(以下「市外納税者等」という。)に係る市税の徴収金の徴収

　　　及び滞納処分(債権の取立て及び配当を除く。)に関すること。

(2)　所管に係る滞納者の実態調査に関すること。

(1)　市内納税者等に係る市税の徴収金(滞納額が高額なもの及び徴収が困難なものに限る。)の徴収及び

　　　滞納処分(債権の取立て及び配当を除く。)に関すること。

(2)　所管に係る滞納者の実態調査に関すること。

(1)　市税の徴収金の徴収対策に係る事務の企画及び調整に関すること。

(2)　民間事業者を活用した納付案内等に関すること。

(3)　市税の徴収金に係る現金等の出納に関すること。

(4)　市税の徴収金に係る納付及び納入の金融機関への再委託に関すること。

(5)　市内納税者等の市税の徴収金(滞納額が高額なもの及び徴収が困難なものを除く。)の滞納処分に

      係る債権の取立て及び配当に関すること。

(6)　市税の徴収金の徴収に係る事務の電算処理の企画調整に関すること。

(1)　滞納者の財産調査及び返戻された督促状の処理に係る連絡調整に関すること。

(2)　市外納税者等に係る市税の徴収金及び市内納税者等に係る市税の徴収金(滞納額が高額なもの及び

　　　徴収が困難なものに限る。)の滞納処分に係る債権の取立て及び配当に関すること。

(3)　市税の徴収金(滞納額が少額なものに限る。)に係る滞納者の実態調査及び滞納処分の執行停止に

　　　関すること。

(4)　大阪府域地方税徴収機構に関すること。

(1)　各区域の市税の窓口に係る事務の企画及び調整に関すること。

(2)　市税の証明に係る事務(証明書の交付に係るものに限る。)の企画及び指導に関すること。

(3)　市税に係る証明書(市民課において交付するものを除く。)の交付に関すること。

(4)　住宅用家屋証明に関すること。

(5)　原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車の受付に関すること。

(6)　市税に係る申告書等の受付に関すること。

(7)　市税の徴収金に係る現金等の出納に関すること。

(8)　市税の徴収金に係る納付書の再発行に関すること。

(9)　市税の徴収金に係る過誤納金の還付に関すること(現金による還付に限る。)。

(10)　土地及び家屋に係る固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(11)　市税に係る関係課及び関係機関からの照会に関すること。

(12)　課内の他の係の所管に属しないこと。

(1)　市税に係る証明書(市民課において交付するものを除く。)の交付に関すること。

(2)　原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車の受付に関すること。

(3)　市税に係る申告書等の受付に関すること。

(4)　土地及び家屋に係る固定資産課税台帳の閲覧に関すること。

(5)　市税の徴収金に係る現金等の出納に関すること。

(6)　市税の徴収金に係る納付書の再発行に関すること。

税

務

サ

ー

ビ

ス

課

管 理 係

運 営 係

事　　　　　務　　　　　分　　　　　掌

納

税

課

(1)　所管に係る市税の証明に関すること。

(2)　市税の徴収金に係る過誤納金の還付に関すること。

(3)　市税の徴収金に係る口座振替に関すること。

管 理 係

納 税 第 一 係

納 税 第 二 係

納 税 第 三 係

市 外 納 税 係

徴 収 第 一 係

徴 収 第 二 係

納 税 支 援 係

徴 収 支 援 係
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（3）　税務職員の配置状況 令和7年4月1日現在

部長 課長 参事
課長

補佐
主幹 係長 主査 副主査 係員 計

2 2 2 57.0 7.5

税制課 1 1 1 3 1 5 4 16 2 18 42.9 7.0

税務運営課 1 1 2 4 1 7 14 30 4 34 39.3 6.9

事務所以外　 2 2 0 2 3 7 2 12 18 48 6 54 41.2 7.0

（4）　税務職員の配置状況（市税事務所）

所長 課長 参事
課長

補佐
主幹 係長 主査 副主査 係員 計

市税事務所 1 1 1 58.3 32.5

法人諸税課 1 1 2 2 5 4 15 10 25 42.5 6.7

市民税課 1 1 1 3 4 2     16 17 45 12 57 41.9 8.3

固定資産税課 1 1 1 3 9 8 26 17 66 13 79 44.5 10.4

納税課 1 1 1 2 9 4 18 17 53 18 71 41.8 7.5

税務サービス課 1 1 3 1 5 7 2 20 12 32 50.9 15.1

事務所　　　計 1 5 3 5 11 25 21 72 57 200 65 265 43.8 9.5

3 7 3 7 14 32 23 84 75 248 71 319 43.3 9.0

(注) 1．再任用等には、再任用職員、会計年度任用職員を含む。人材派遣は、含めていない。  〔税制課〕　

2．平均年齢、平均税務経験年数は、一般職員のみを対象

平均税務

経験年数
区　　　分

一　　　　般　　　　職　　　　員　　　　数
再任

用等

合計

職員数

平均

年齢

平均税務

経験年数

総　　　　計

税務部

区　　　分

一　　　　般　　　　職　　　　員　　　　数
再任

用等

合計

職員数

平均

年齢
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2．徴税費の状況
（単位：千円）

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度

940,036 906,870 910,942 920,587 942,211

655,103 621,112 626,874 625,085 691,535

超 過 勤 務 手 当 43,380 35,988 30,350 32,178 31,929

特 殊 勤 務 手 当 1,190 1,672 1,601 1,605 1,664

そ の 他 の 手 当 610,533 583,452 594,923 591,302 657,942

470,991 484,697 514,077 520,338 529,868

2,066,130 2,012,679 2,051,893 2,066,010 2,163,614

683 997 909 1,171 1,155

- - - - -

591,230 554,127 641,512 536,216 634,489

591,913 555,124 642,421 537,387 635,644

-                     -                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     -                     

3,632 -                     -                     -                     -                     

3,632 -                     -                     -                     -                     

163,784 169,684 204,488 192,100 106,196

2,825,459 2,737,487 2,898,802 2,795,497 2,905,454

151,240,872 151,638,686 156,356,887 157,008,105 156,531,305

15,941,134 15,652,852 15,991,211 16,183,718 15,318,641

167,182,006 167,291,538 172,348,098 173,191,823 171,849,946

1,161,787 1,157,472 1,162,980 1,168,000 1,183,393

1.7 1.6 1.7 1.6 1.7

1.1 1.0 1.1 1.0 1.1

252 246 243 244 247

 〔税制課〕　

税 (市税) 収入に対

する徴税費の割合

　(A) ／ (C)  (％) 

 〔(A) － (D)〕 ／ (B)  (％) 

税務職員数 (3月31日現在) (人) 

税

収

入

額

市税収入額 (B) 

個人府民税収入額

合　　　　　　計 (C) 

府　民　税　徴　収　取　扱　費　 (D) 

納 税 貯 蓄 組 合 補 助 金

そ の 他

小 計

そ　　　の　　　他

合　　　　　　計 (A) 

区　　　　　分

徴

税

費

人 件 費

基 本 給

諸 手 当

内

訳

そ の 他

小 計

物 件 費

旅 費

（賃 金）

そ の 他

小 計

報奨金及びこれに

類 す る 経 費

納 期 前 納 付 報 奨 金
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3．税務広報の実施状況（令和6年度）

名　　　　称 発行等の年月日 発行等の数量 配布基準及び配布方法 税務広報等の内容（要約）

①市 広 報 紙 ① 広報さかい 毎月1日 約41万部／月(R6.3現在) 広報課で制作し、市内の全戸・全事業所に宅配 納期、口座振替、縦覧、申告・届出、税制改正など

②冊　　 子 ② 償却資産(固定資産税)申告の手引き 12月 1,000冊 納税義務者等：申告書に同封 償却資産のあらまし、申告義務

③-1 固定資産税・都市計画税について 5月 285,000部 納税通知書に同封 固定資産税・都市計画税、口座振替

③-2 固定資産の課税明細書について 5月 285,000部 納税通知書に同封 課税明細書の見方

③-3 口座振替加入案内 5、6、11月 427,000部 各税目の納税通知書に同封、窓口配架 口座振替加入案内

③-4 市・府民税・森林環境税について 6月 180,000部 納税通知書に同封 市・府民税・森林環境税の改正内容等

③-5 事業所税に係る税制改正のお知らせ 4月 2,000部 納税義務者等：申告書に同封 事業所税の改正内容等

④-1
自動車税(種別割）納期周知（ポスター）

（大阪府泉北府税事務所作成）
4月 3枚 本庁8階、市税事務所に掲示 自動車税(種別割）納期のお知らせ

④-2
森林環境税の課税開始周知（ポスター）

（総務省作成）
4月 8枚 本庁（2ヶ所）、各区役所に掲示 森林環境税開始の周知

④-3
税制改正（パンフレット）

（財務省作成）
6月 30部 本庁8階、市税事務所、市税の窓口で配架 令和6年度税制改正のお知らせ

④-4
府税のしおり ①～⑥

（大阪府作成）
7月

①～⑤　各40部

⑥　10部
本庁8階、市税事務所、市税の窓口で配架 府税全般について

④-5
もっと知りたい税のこと（リーフレット）

（財務省作成）
8月 40枚 本庁8階、市税事務所、市税の窓口で配架 税の概要

④-6
「近畿２府４県不正軽油追放強調月間」及び「全国

不正軽油撲滅強化月間」（ポスタ－）
9月 2枚 本庁8階、市税事務所に掲示 不正軽油の追放、軽油引取税制度の周知、啓発

④-7
税を考える週間（ポスター）

（地方税共同機構作成）
10月 33枚

本庁（3ヶ所）、市税事務所、市税の窓口、各区役所、市立

図書館（分館含む）に掲示
「税を考える週間」のお知らせ

④-8
軽自動車税(種別割）納期内納税ＰＲ（ポスター）

（地方税共同機構作成）
2月 10枚 本庁8階、市税事務所、市税の窓口に掲示 軽自動車税(種別割）納期内納付ＰＲ

④-9
三税共同確定申告（ポスター）

（大阪府泉北府税事務所作成）
2月 20枚 本庁8階、市税事務所、市税の窓口に掲示 三税共同確定申告のお知らせ

④-10
自動車登録等手続きの適正化に関する広報（チラ

シ）（総務省作成）
2月 400枚 本庁8階、市税事務所、市税の窓口に掲示 自動車登録等手続きの適正化励行

⑤出前講座 ⑤ どこでもセミナー 随時 1件
市内在住、在学、在勤の10人以上の団体からの申込みにより

実施

講座

・なるほど納得！やさしい市税講座

・知っておきたい市税のしくみ①（市・府民税）

・知っておきたい市税のしくみ②（固定資産税）

⑥堺自由の泉大学 ⑥ 男女共同参画一般教養講座 11月 1件
堺自由の泉大学事務局からの依頼により堺税務署と共同で実

施
税を考える週間記念「これからの社会に向かって」

⑦堺市ホームページ ⑦ 「堺市税のページ」 常時
アクセス件数：601,597

件／年
堺市ホームページへの掲載 市税の概要・納付、市税のしおり、Ｑ&Ａなど

⑧-1
中学生用社会科副教材

「わたしたちの生活と税」
6月

83,200冊

（発行総数）
市内の中学3年生及び社会科担当教師

わたしたちと税のかかわりについて、なぜ、税を納めなければなら

ないのだろう？など

⑧-2
小学生用社会科副教材

「わたしたちのくらしと税」
3月～4月

61,930冊

（発行総数）
市内の小学6年生及び社会科担当教師 調べてみよう！税のこと、税って何に使われているの？など

⑨-1
「中学生の税についての作文」

（後援：堺市、堺市教育委員会ほか）
応募締切：9月

応募総数

30校1,645編

入賞作品（32編）を表彰、各学校に配布

（堺市内の中学校に在学する生徒）
次代を担う生徒への租税教育

⑨-2 「堺納税だより」に市税に関する記事掲載 1月 5,000部 協会員へ配布、窓口配架 正しい税知識の普及、納税意識の向上

4/1～5/31 固定資産の縦覧

5、6、7、8、10、12、1、2月 納期のお知らせ

2/1～3/17 市民税・府民税申告のお知らせ

 〔税制課〕　

デジタルサイネージへの掲載 1ヶ月
市役所本館1階ディスプレイ・各区役所（美原区除く）ディス

プレイに掲載

広　報　媒　体

③チラシ

　 リーフレット

④税務部外作成

   ポスター

   リーフレット

　 パンフレット

⑧大阪府租税教育推進

　 連絡協議会

⑨堺納税貯蓄組合連合会

⑩インフォメーション ⑩
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4．証明

（1）令和6年度税務証明発行状況 （単位：件、％）

うち自動交付機 一 般 用 価格通知 一 般 用 継続検査

件　数 1,739 -            5,128 78 647 53 -            7,645

構成比 1.9 -            14.5 0.8 6.0 1.6 -            4.9

件　数 500 -            3,629 436 437 131 1,140 6,273

構成比 0.5 -            10.2 4.5 4.0 3.9 33.8 4.1

件　数 14,425 1,232 17,549 9,173 4,683 463 2,233 48,526

構成比 15.7 3.9 49.5 94.0 43.3 13.8 66.2 31.4

件　数 9,029 1,020 1,714 3 977 584 -            12,307

構成比 9.8 3.2 4.8 0.0 9.0 17.4 -            8.0

件　数 4,609 803 1,294 -            524 235 -            6,662

構成比 5.0 2.5 3.7 -            4.8 7.0 -            4.3

件　数 7,505 721 1,558 4 1,006 563 -            10,636

構成比 8.2 2.3 4.4 0.0 9.3 16.8 -            6.9

件　数 14,314 1,650 1,683 11 1,047 706 -            17,761

構成比 15.6 5.2 4.8 0.1 9.7 21.0 -            11.5

件　数 11,300 1,016 2,170 1 813 289 -            14,573

構成比 12.3 3.2 6.1 0.0 7.5 8.6 -            9.4

件　数 2,909 394 706 57 609 337 -            4,618

構成比 3.2 1.2 2.0 0.6 5.6 10.0 -            3.0

件　数 25,125 25,125 -            -            -            -            -            25,125

構成比 27.3 78.6 -            -            -            -            -            16.2

件　数 460 -            17 -            85 -            -            562

構成比 0.5 -            0.1 -            0.8 -            -            0.4

件　数 91,915 31,961 35,448 9,763 10,828 3,361 3,373 154,688

構成比 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（注）1．各区の件数は､ 市民課、税務サービス課窓口の合計  〔税制課〕　

　　　　 2．市税事務所の件数は、法人諸税課、市民税課、固定資産税課、納税課の合計

（2）税務証明発行件数の年度別推移 （単位：件、％）

一 般 用 価格通知 一 般 用 継続検査

件　数 105,505 29,156 13,624 10,502 21,380 3,619 183,786

構成比 57.4 15.9 7.4 5.7 11.6 2.0 100.0

件　数 101,132 32,344 12,732 9,282 22,461 3,817 181,768

構成比 55.6 17.8 7.0 5.1 12.4 2.1 100.0

件　数 107,904 32,603 11,731 9,837 18,554 3,434 184,063

構成比 58.6 17.7 6.4 5.3 10.1 1.9 100.0

件　数 94,208 33,046 11,123 10,377 4,755 3,306 156,815

構成比 60.1 21.1 7.1 6.6 3.0 2.1 100.0

件　数 91,915 35,448 9,763 10,828 3,361 3,373 154,688

構成比 59.4 22.9 6.3 7.0 2.2 2.2 100.0

 〔税制課〕　

市・府民税

課税証明

固定資産評価証明等 納　 税　 証　 明 住宅用

家屋証明
合　計

合　　計

区　　　　分

令和 4 年度

令和 5 年度

令和 6 年度

令和 2 年度

令和 3 年度

西　区

南　区

美　原　区

コンビニ

交　  付

電子申請分

北　区

戸籍住民課

住宅用

家屋証明
合　計

市・府民税

課税証明

固定資産評価証明等 納　 税　 証　 明

堺　区

中　区

東　区

市　 税

事務所

区　　　　分
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